
平
成
二
十
年
法
務
省
令
第
四
十
九
号

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経

過
措
置
に
関
す
る
省
令
　
抄

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及

び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
省
令
の
整
備
（
第
一
条―

第
八
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
九
条―

第
十
五
条
）

附
則

第
一
章
　
関
係
省
令
の
整
備

（
法
人
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
略

（
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
登
記
に
関
す
る
法
人

登
記
規
則
の
特
例
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
略

（
特
定
目
的
会
社
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
略

（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
及
び
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
略

（
投
資
法
人
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
略

（
夫
婦
財
産
契
約
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
略

（
電
子
公
告
に
関
す
る
登
記
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
略

（
限
定
責
任
信
託
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
略

第
二
章
　
経
過
措
置

（
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
の
基
金
の
総
額
の
登
記
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
登
記
は
、
登
記
官
が
職
権
で
抹
消
す
る
記
号
を
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公

益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
基
金
（
代
替

基
金
を
含
む
。
）
の
総
額
の
登
記

二
　
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
の
基
金
の
拠
出
者
の
権
利
に
関
す
る
規
定
の
登
記

三
　
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
の
基
金
の
返
還
の
手
続
の
登
記

四
　
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
の
理
事
（
解
散
後
に
あ
っ
て
は
、
清
算
人
）
の
共
同
代
表
に
関
す
る
規
定
の
登
記

五
　
旧
社
団
法
人
（
整
備
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
社
団
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
旧
財

団
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る
旧
財
団
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
産
の
総
額
の
登
記

六
　
旧
社
団
法
人
又
は
旧
財
団
法
人
の
出
資
の
方
法
の
登
記

２
　
登
記
官
は
、
整
備
法
第
二
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
職
権
で
登
記
を
す
る
と
き
は
、
登
記
記
録
に
整
備
法

の
規
定
に
よ
り
記
録
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
て
登
記
官
の
識
別
番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
の
登
記
の
取
扱
手
続
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
（
整
備
法
第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
整
備
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
名
称
の
変
更
を
し
た
場
合
の
名
称
の

変
更
後
の
一
般
社
団
法
人
に
つ
い
て
す
る
登
記
に
お
い
て
、
整
備
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
す

べ
き
事
項
（
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
の
成
立
の
年
月
日
を
除
く
。
）
は
、
登
記
記
録
中
登
記
記
録
区
に
記
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
特
例
無
限
責
任
中
間
法
人
に
つ
い
て
す
る
解
散
の
登
記
は
、
登
記
記
録
中
登
記
記
録

区
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
登
記
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
例
社
団
法
人
及
び
特
例
財
団
法
人
の
登
記
の
取
扱
手
続
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
特
例
社
団
法
人
（
整
備
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
特
例
財
団
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る
特
例
財
団
法
人
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
を

登
記
す
る
と
き
は
、
整
備
法
第
百
五
十
四
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
記
録
に
そ
れ
ぞ
れ
社
団
法
人
又
は
財
団
法
人
の
文
字
を
付
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
法
人
の
名
称
中
に
こ
れ
ら
の
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

第
十
二
条
　
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
が
整
備
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益

財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
よ
る
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団

法
人
と
な
っ
た
場
合
の
名
称
の
変
更
後
の
公
益
社
団
法
人
に
つ
い
て
す
る
登
記
に
お
い
て
、
整
備
法
第
百
五
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
登
記
す
べ
き
事
項
（
特
例
社
団
法
人
及
び
特
例
財
団
法
人
の
成
立
の
年
月
日
を
除
く
。
）
は
、

登
記
記
録
中
登
記
記
録
区
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
特
例
社
団
法
人
及
び
特
例
財
団
法
人
に
つ
い
て
す
る
解
散
の
登
記
は
、
登
記
記
録
中

登
記
記
録
区
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
登
記
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
登
記
記
録
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
特
例
社
団
法
人
又
は
特
例
財
団
法
人
が
整
備
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
一
般

社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
と
な
っ
た
場
合
の
名
称
の
変
更
後
の
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
に
つ
い

て
す
る
設
立
の
登
記
並
び
に
特
例
社
団
法
人
及
び
特
例
財
団
法
人
に
つ
い
て
す
る
解
散
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
三
条
　
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
記
官
は
、
職
権
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て

い
る
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
、
旧
社
団
法
人
又
は
旧
財
団
法
人
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
（
名

称
、
主
た
る
事
務
所
、
従
た
る
事
務
所
（
当
該
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
法
人
の
成

立
の
年
月
日
の
登
記
並
び
に
登
記
記
録
区
に
さ
れ
た
登
記
を
除
く
。
）
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
、
国
家
公
務
員
職
員
団
体
、
地
方
公
務
員
職
員
団
体
、
混
合
連
合

団
体
、
酒
造
組
合
、
酒
造
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒
販
組
合
、
酒
販
組
合
連
合
会
、
酒
販
組
合
中
央

会
、
宗
教
法
人
、
消
費
生
活
協
同
組
合
、
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
、
農
業
共
済
組
合
連
合

会
、
漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
会
員
商
品
取
引
所
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
、
有
限
責
任
事

業
組
合
契
約
、
金
融
商
品
会
員
制
法
人
、
自
主
規
制
法
人
、
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第

二
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
及
び
組
合
等
登
記
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
十
九
号
）

第
一
条
に
規
定
す
る
組
合
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
登
記
官
は
、
整
備
法
第
三
百
二
十
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
百
三
十
五
条
第
二
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三

十
九
号
。
以
下
「
整
備
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

職
権
で
参
事
そ
の
他
の
代
理
人
の
登
記
を
移
記
す
る
と
き
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
登
記

記
録
に
あ
っ
て
は
整
備
法
又
は
整
備
政
令
の
規
定
に
よ
り
登
記
を
移
記
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
、
従

た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
登
記
記
録
に
あ
っ
て
は
整
備
法
又
は
整
備
政
令
の
規
定
に
よ
り
登
記
を

移
記
し
た
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
録
し
て
当
該
代
理
人
の
登
記
を
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
し
、
登
記
官
の
識
別

番
号
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
代
理
人
が
登
記
所
に
印
鑑
を
提
出
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
従
た
る

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
の
登
記
官
は
、
当
該
印
鑑
に
係
る
記
録
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

1



を
管
轄
す
る
登
記
所
に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
印
鑑
に
係
る
記
録
を
移
送
し

た
と
き
は
、
当
該
登
記
官
は
、
当
該
印
鑑
に
係
る
記
録
に
そ
の
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
旧
有
限
責
任
中
間
法
人
、
旧
社
団
法
人
、
旧
財
団
法
人
、
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
、
国
家
公
務
員
職

員
団
体
、
地
方
公
務
員
職
員
団
体
、
混
合
連
合
団
体
、
酒
造
組
合
、
酒
造
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒

販
組
合
、
酒
販
組
合
連
合
会
、
酒
販
組
合
中
央
会
、
宗
教
法
人
、
消
費
生
活
協
同
組
合
、
消
費
生
活
協
同
組
合
連

合
会
、
農
業
共
済
組
合
、
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
会
員
商
品
取
引
所
、

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
、
有
限
責
任
事
業
組
合
、
金
融
商
品
会
員
制
法
人
、
自
主
規
制
法
人
、
独
立
行
政
法
人

等
登
記
令
第
一
条
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
又
は
組
合
等
登
記
令
第
一
条
に
規
定
す
る
組
合
等
が
主
た
る
事

務
所
を
他
の
登
記
所
の
管
轄
区
域
内
に
移
転
し
た
場
合
の
新
所
在
地
及
び
旧
所
在
地
に
お
け
る
登
記
の
申
請
書
が

施
行
日
前
に
旧
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
登
記
に
関
す
る
手
続
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
な
い
登
記
事
務
に
関
す
る
特
例
）

第
十
五
条
　
登
記
事
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
法
人
登
記
規
則
そ
の
他
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
登
記
簿
、
登
記
用
紙
、
印
鑑
フ
ァ
イ
ル

の
記
録
及
び
登
記
用
紙
と
同
一
の
用
紙
を
も
っ
て
す
る
登
記
の
申
請
書
の
様
式
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
商

業
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
登
記
規

則
そ
の
他
の
省
令
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
登
記
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
登
記
用
紙
」
と
、
「
登
記
官
の
識
別
番
号
を
記
録
」
と
あ

る
の
は
「
押
印
」
と
、
「
抹
消
す
る
記
号
を
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
朱
抹
」
と
、
「
印
鑑
に
係
る
記
録
」
と
あ
る
の

は
「
印
鑑
フ
ァ
イ
ル
の
記
録
」
と
し
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
中
「
登
記
記

録
区
」
と
あ
る
の
は
「
「
登
記
用
紙
を
起
こ
し
た
事
由
及
び
年
月
日
」
欄
」
と
し
、
第
十
条
第
二
項
中
「
登
記
記

録
区
」
と
あ
る
の
は
「
「
そ
の
他
の
事
項
」
欄
」
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
整
備
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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